
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 概 要    現在、諏訪市役所・湖南公民館にて廃食油の回収を行っていますが、 

         諏訪市役所での回収においては、３月１７日(月)より、リターナブル

ボトルを用いた回収を始めます。 

         リターナブルボトルは、廃食油専用のボトルであり、洗浄することで

何度でも使用できるボトルです。 

         今までは市民の皆様に廃食油をご自身で用意いただいたペットボトル

等の容器に入れて、持ち込みをお願いしていましたが、リターナブル

ボトルの導入により、ペットボトル等の容器をご用意いただく必要が

なくなります。 

         また、廃食油の入っていた容器は今までは焼却処分となっていました

が、リターナブルボトルの導入により燃やす必要がなくなり、CO₂排出

量の削減・資源循環につなげることができます。 

         なお、この事業は株式会社 UT&S様ご協力のもと行います。 

 

２ 日 程    令和７年３月１７日(月)から開始 

 

３ 場 所    諏訪市役所 環境課環境衛生係 窓口 

  

４ その他    リターナブルボトルの配布は３月１７日以降、諏訪市役所に廃食油を

お持ちいただいた方に順次配布します。 

         なお、湖南公民館ではリターナブルボトルの配布・回収は行いません

のでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪市プレスリリース 市民環境部 環境課 

令和７年（2025年）３月１１日 

諏訪市役所にてリターナブルボトルを使った 

廃食油の回収を始めます！ 

 

〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30 

長野県 諏訪市 市民環境部 

環境課 環境衛生係 

（担当）吉澤 司 

電 話  0266-52-4141（内線 212) 

ＦＡＸ 0266-57-0660（代表） 

メール  kankyou@city.suwa.lg.jp 

現在、諏訪市役所環境課窓口にて廃食油の回収を行っていますが、繰り返し 

使うことができるリターナブルボトルを用いた回収を諏訪市役所にて始めます。 

諏訪市 HP ⇒⇒⇒ https://www.city.suwa.lg.jp 

 

 

 

 
 

脱炭素の基礎知識を気軽に動画で▼ 

 


